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職需発第0330002号

平成１７年３月３０日

社団法人日本人材派遣協会会長 殿

厚生労働省職業安定局需給調整事業課長

派遣元事業主における個人情報保護法等の施行に伴う留意点等について

派遣元事業主による個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。別添１参照 ）及び。

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「個人情報

保護法施行令」という。別添２参照 ）が平成１７年４月１日から全面的に施行さ。

れることを踏まえ、平成１６年１１月４日に「派遣元事業主が講ずべき措置に関す

る指針の一部を改正する告示 （平成１６年厚生労働省告示第３９２号。以下「改」

正告示」という。別添３参照 ）が公布され、平成１７年４月１日から適用される。

こととされたところである。

個人情報保護法等の全面施行に関しては 「個人情報の保護に関する基本方針等、

について （平成１６年７月２２日職需発第 号小職通知）により、既にそ」 0722003
の内容等について通知しているところであるが、個人情報保護法等の全面施行に伴

って、派遣元事業主に新たに課せられる義務に係る個人情報保護法等の規定並びに

派遣元事業主が新たに講ずべき措置及びその主な留意点等は、下記のとおりである

ので、貴職におかれては、この内容を十分に御了知の上、傘下の事業者等に対して

周知するなど、その円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。

なお、個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、平成１６年７

月１日に「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講

ずべき措置に関する指針 （平成１６年厚生労働省告示第２５９号。以下「雇用管」

理指針」という。別添４参照 ）が公布され、平成１７年４月１日から適用される。

こととされたところであるが、その内容等について、別途参考となる資料等を送付

する予定であるので、よろしく御留意願いたい。

記

Ⅰ 改正告示について

派遣元事業主による個人情報の適正な取扱いについては、労働者派遣事業の適
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正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法

律第８８号。以下「労働者派遣法」という ）第２４条の３及び第２４条の４に。

おいて、労働者の個人情報の取扱いに関する規定及び秘密を守る義務に関する規

定が設けられ、さらに、同法第４７条の３に基づく「派遣元事業主が講ずべき措

置に関する指針 （平成１１年労働省告示第１３７号）において、労働者の個人」

情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定め

られているところであること。

今般の改正告示は、個人情報保護法が平成１７年４月１日から全面的に施行さ

れることを踏まえ、派遣元事業主による個人情報の保護の一層の促進等を図る見

地から、労働者派遣法に基づく事業実施上の責務の一つとして、従前から遵守す

べきこととされていた事項に加えて、派遣元事業主は、個人情報保護法第２条第

３項に規定する個人情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」という ）に。

該当する場合にあっては、同法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければな

らないこととするとともに、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、

個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとし

たものであること。

また、この改正により、個人情報保護法に違反した派遣元事業主については、

個人情報保護法に基づく助言等の対象になると同時に、労働者派遣法に基づく指

導助言等の対象ともなり得るものであること。

Ⅱ 個人情報保護法について

第１ 個人情報保護法における用語の定義等

１ 個人情報（個人情報保護法第２条第１項）

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む ）をいうものであること。。

また、労働者派遣法第２４条の３並びに改正告示による改正後の「派遣元

事業主が講ずべき措置に関する指針 （以下「派遣元指針」という。別添５」

参照 ）第２の１０の( )及び( )の措置の対象は、派遣労働者となろうとす。 1 2
る者及び派遣労働者（以下「派遣労働者等」という ）の個人情報に限定さ。

れているが、個人情報保護法（派遣元指針第２の１０の( )を含む ）に基づ3 。

く措置の対象については、派遣労働者等以外の者の個人情報（例：派遣先の

担当者の個人情報、派遣労働者以外の労働者の個人情報等）も対象となるも

のであることに留意すること。

２ 個人情報データベース等（個人情報保護法第２条第２項及び個人情報保護

法施行令第１条）

「 」 、 、個人情報データベース等 とは 個人情報を含む情報の集合物であって

次に掲げるものをいうものであること。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系
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的に構成したもの

(2) (1)のほか、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理するこ

とにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構

成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするための

ものを有するもの

３ 個人情報取扱事業者（個人情報保護法第２条第３項及び個人情報保護法施

行令第２条）

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供し

ている者をいうものであること。ただし、次に掲げる者を除くものであるこ

と。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等を

いう ）。

(4) 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう ）。

(5) その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によ

って識別される特定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は

一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又

は住所若しくは居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は

居所の所在の場所を示す表示を含む ）若しくは電話番号のみが含まれる。

場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供す

るときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情

報によって識別される特定の個人の数を除く ）の合計が過去６月以内の。

いずれの日においても５，０００を超えない者

なお、( )の適用に関して、個人情報保護法施行令第２条の施行日（平成5
１５年１２月１０日）の過去６月以内のいずれかの日において、当該特定の

個人の数の合計が５，０００を超えたことがある場合は、個人情報取扱事業

者に該当するものであり、一方、５，０００を超えたことがない場合は、個

人情報取扱事業者に該当しないものであること。ただし、個人情報取扱事業

者に該当することとなった場合であっても、５，０００を超えない日が６月

間継続している場合には、当該６月を経過した日以降は、再び５，０００を

超えるまで、個人情報取扱事業者に該当しないものであること。また、個人

情報取扱事業者に該当しないこととなった場合であっても、５，０００を超

えた場合には、当該日以降は、５，０００を超えない日が６月間継続するま

で、個人情報取扱事業者に該当するものであること。

４ 個人データ（個人情報保護法第２条第４項）

「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう

ものであること。
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５ 保有個人データ（個人情報保護法第２条第５項並びに個人情報保護法施行

令第３条及び第４条）

「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追

加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのでき

る権限を有する個人データであって、次に掲げるもの又は６月以内に消去す

ることとなるもの以外のものをいうものであること。

(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生

命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

(2) 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為

を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害される

おそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国

若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

(4) 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又

は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

６ 本人（個人情報保護法第２条第６項）

個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人

をいうものであること。

第２ 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が新たに講ずべき措置及びそ

の主な留意点等

個人情報保護法等の全面施行に伴って、派遣元事業主に新たに課せられる義

務に係る個人情報保護法及び個人情報保護法施行令の規定並びに派遣元事業主

が新たに講ずべき措置及びその主な留意点等は、それぞれ下記のとおりである

こと。

１ 個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主

派遣元事業主は、派遣元指針第２の１０の(3)により、個人情報取扱事業

者に該当する場合には、個人情報保護法第４章第１節に規定する義務を遵守

しなければならないこととされていること。具体的には、個人情報取扱事業

者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を新たに講じなければならな

いこと。

(1) 利用目的の特定（個人情報保護法第１５条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利

用の目的（以下「利用目的」という ）をできる限り特定しなければ。

ならないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利

用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行
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ってはならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア ①のアの個人情報の利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一

般的に特定するのではなく、可能な限り、具体的、個別的に特定する

とともに、当該個人情報の本人からみて、自らの個人情報の利用され

る範囲が合理的に予想できる程度に特定することが必要であること。

イ 派遣元事業主にあっては、労働者派遣法第２４条の３第１項並びに

派遣元指針第２の１０の(1)のイ及びニにより、労働者派遣業務（紹

介予定派遣をする場合における職業紹介を含む ）の目的の達成に必。

要な範囲内（派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働

者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内、派

遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正

な雇用管理を行う目的の範囲内）でのみ派遣労働者等の個人情報を収

集し、並びに当該収集の目的の範囲内でのみこれを保管し、及び使用

する（派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働

者派遣法第３５条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該

派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られる ）ことが原則と。

されていること。

このため、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等

の個人情報については、労働者派遣法第２４条の３第１項ただし書及

び派遣元指針第２の１０の(1)のニのただし書に該当する場合（他の

保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律

に定めのある場合）を除き 「労働者派遣業務（自己の雇用する労働、

者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他

人のために労働に従事させる業務をいい、当該他人に対し当該労働者

を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない 」又は紹。）

介予定派遣も行う場合にあっては「労働者派遣業務（自己の雇用する

労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当

該他人のために労働に従事させる業務をいい、当該他人に対し当該労

働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない ）及。

び紹介予定派遣をする場合における職業紹介業務（求人及び求職の申

込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせ

んする業務 」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も）

基本的に想定されないものであること。

また、派遣元指針の第２の１０の(1)のイにおいて、派遣労働者と

なろうとする者を登録する際及び派遣労働者として雇用し労働者派遣

を行う際の派遣労働者等の個人情報の収集目的は限定されていること

にも留意すること。

ウ なお、労働者派遣法及び派遣元指針においては、同法第２４条の３

第１項ただし書及び派遣元指針第２の１０の(1)のニのただし書に該
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当する場合は、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者

等の個人情報の労働者派遣業務（紹介予定派遣をする場合における職

業紹介を含む ）以外の目的での利用も可能となっているが、この場。

合にあっても、①のアのとおり、その利用目的をできる限り特定する

必要があること。

(2) 利用目的による制限（個人情報保護法第１６条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、(1)に

より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取

り扱ってはならないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱

事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、

あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはな

らないこと。

ウ ア及びイは、次に掲げる場合については、適用しないこと。

(ｱ) 法令に基づく場合

、 、(ｲ) 人の生命 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって

本人の同意を得ることが困難であるとき。

(ｳ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(ｴ) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

労働者派遣法及び派遣元指針においては、同法第２４条の３第１項た

だし書及び派遣元指針第２の１０の(1)のニのただし書に該当する場合

（他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の

法律に定めのある場合）を除き、労働者派遣事業の実施に伴い収集等さ

れる派遣労働者等の個人情報については、労働者派遣業務（紹介予定派

遣をする場合における職業紹介を含む ）に利用目的が限定されるもの。

であり、当該利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は、基本的に想

定されないものであること。

(3) 適正な取得（個人情報保護法第１７条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得

してはならないこと。
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② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

派遣元事業主は、既に派遣元指針第２の１０の(1)のロにより、派遣

労働者等の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人

の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によるこ

ととされているものであること。

(4) 取得に際しての利用目的の通知等（個人情報保護法第１８条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめそ

の利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、

本人に通知し、又は公表しなければならないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、アにかかわらず、本人との間で契約を締結

することに伴って契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を

含む。以下イ及び②のイにおいて同じ ）に記載された当該本人の個。

人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人

の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目

的を明示しなければならないこと。ただし、人の生命、身体又は財産

の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでないこと。

ウ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利

用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならないこと。

エ アからウまでは、次に掲げる場合については、適用しないこと。

(ｱ) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三

者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(ｲ) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報

取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(ｳ) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに

、 、対して協力する必要がある場合であって 利用目的を本人に通知し

又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとき。

(ｴ) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

取得に際しての利用目的の通知等については、これまで派遣元指針に

おいて明示的に求められていなかった手続であるので十分留意する必要

があること。具体的には、特に以下の点について留意すべきこと。

ア ①のアのとおり、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合

は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、

その利用目的を、本人に通知し、又は公表することとされていること

から、派遣元事業主にあっては、あらかじめその利用目的を公表して

おくことが望ましいものであること。なお、この「公表」は、一定の
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方式によることが必要である要式行為ではないが、例えば、ホームペ

ージへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け、パンフレット等の

配布等が考えられるものであること。

①のアの「個人情報を取得した場合」とは、派遣労働者となろうと

する者の登録等による個人情報の取得のほか、例えば、以下のような

場合も含まれることに特に留意すること。

(ｱ) インターネット上で本人が自発的に公表している個人情報を取得

した場合

(ｲ) インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合

(ｳ) 電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提

供される個人情報を取得した場合

(ｴ) 個人情報の第三者提供を受けた場合

イ また、①のイのとおり、個人情報取扱事業者は、①のアにかかわら

ず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に

記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書

面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、

当該本人に対し、その利用目的を明示しなければならないこととされ

ていることに留意すべきこと。

ウ なお 「派遣労働者登録申込書」等により直接当該本人から個人情、

報を取得する場合については、当該個人情報が労働者派遣業務に利用

されることが明らかであることから、①のエの(ｴ)の「取得の状況か

らみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するものと

して、①のア及びイの利用目的の通知等の対象となるものではないこ

と。一方、アンケート調査票等に記載された個人情報を労働者派遣業

、 、務に利用する場合にあっては ①のエの(ｴ)に該当するものではなく

①のア又はイによる利用目的の通知等が必要となるものであること。

ただし、トラブル防止等の観点からは、派遣労働者登録申込書、ア

ンケート調査票等本人から直接個人情報を取得する書面には、当該書

面により取得される個人情報の利用目的を併せて記載する等により、

当該利用目的が明示されるようにしておくことが望ましいものである

こと。

エ ①のウのとおり、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合

は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなけれ

ばならないこととされているが、この利用目的の変更は、(1)の①の

イのとおり、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認

められる範囲を超えて行ってはならないものであること。

なお、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個

人情報については、( )の②のイのとおり、利用目的の変更は基本的1
に想定されないものであること。

オ ①のアからウまでにかかわらず、①のエの(ｱ)から(ｴ)までに掲げる
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場合には、利用目的の通知等を行うことは要しないものとされている

こと。例えば、一般の慣行として名刺を交換する場合において、取得

した個人情報の利用目的が 今後の連絡のため であるとき アの(ｳ)「 」 、

のような場合において、取得した個人情報の利用目的が「問い合わせ

等に回答するため」であるとき等については、①のエの(ｴ)の「取得

の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当す

るものと考えられることから、このような場合には利用目的の通知等

の対象となるものではないこと。ただし、当該名刺等により取得した

個人情報をその他の目的に転用する場合には 「取得の状況からみて、

利用目的が明らかであると認められる場合」とはいえず、個人情報取

扱事業者は、①のア又はイのとおり、利用目的の通知等をする必要が

あること。

(5) データ内容の正確性の確保（個人情報保護法第１９条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個

人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

派遣元事業主は、既に労働者派遣法第２４条の３第２項及び派遣元指

針第２の１０の(2)のイの(ｲ)により、その保管又は使用に係る派遣労働

者等の個人情報に関し、派遣労働者等の個人情報を目的に応じ必要な範

囲において正確かつ最新のものに保つための措置を適切に講ずることと

されているものであること。

なお、これらは、保有する個人データを一律に最新化することを求め

るものではなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正

確性・最新性を確保することを求めるものであること。また、①の趣旨

を踏まえると、不要となった個人情報は廃棄又は削除するなど、特に派

遣元指針第２の１０の(2)のイの(ﾆ)の措置が重要となることに留意すべ

きこと。

(6) 安全管理措置（個人情報保護法第２０条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は

き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

派遣元事業主は、既に労働者派遣法第２４条の３第２項並びに派遣元

指針第２の１０の(2)のイの(ﾛ)、(ﾊ)及び(ﾆ)、ロ並びにハの(ｲ)及び(ﾛ)

により、その保管又は使用に係る派遣労働者等の個人情報に関し、派遣

労働者等の個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置を適
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切に講ずること等とされているものであること。

(7) 従業者の監督（個人情報保護法第２１条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当

たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対

する必要かつ適切な監督を行わなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア 派遣元事業主は、既に労働者派遣法第２４条の３第２項並びに派遣

元指針第２の１０の(2)のイの(ﾛ)、(ﾊ)及び(ﾆ)、ロ並びにハの(ｲ)及

び(ﾛ)により、個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関す

る事項等を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守すること

等とされているものであること。

イ 「従業者」とは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に

事業主の指揮監督を受けて事業主の業務に従事している者をいい、事

業主と雇用関係にある労働者（正社員、契約社員、嘱託社員、パート

社員、アルバイト社員等）のみならず、その指揮命令の下に労働させ

る派遣労働者、取締役等も含まれるものであること。

(8) 委託先の監督（個人情報保護法第２２条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託す

る場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ

う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならな

いこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア 派遣元指針第２の１０の(2)のロの「厳重な管理」等には、委託先

の監督も当然に含まれるものであるが、①のとおり、個人データの取

扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該委託者である個人情報取

扱事業者は、当該委託先に対する監督責任を有することが明確にされ

たものであること。

イ 「必要かつ適切な監督」には、委託先が行うべき必要かつ適切な安

全管理措置の内容を委託契約に盛り込むこと、当該安全管理措置の内

容が遵守されていることを定期的に確認すること等が含まれるもので

あること。

(9) 第三者提供の制限（個人情報保護法第２３条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本

、 。人の同意を得ないで 個人データを第三者に提供してはならないこと
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(ｱ) 法令に基づく場合

、 、(ｲ) 人の生命 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって

本人の同意を得ることが困難であるとき。

(ｳ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(ｴ) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。

イ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、

本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提

、 、供を停止することとしている場合であって 次に掲げる事項について

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて

いるときは、アにかかわらず、当該個人データを第三者に提供するこ

とができること。

(ｱ) 第三者への提供を利用目的とすること。

(ｲ) 第三者に提供される個人データの項目

(ｳ) 第三者への提供の手段又は方法

(ｴ) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者へ

の提供を停止すること。

ウ 個人情報取扱事業者は、イの(ｲ)又は(ｳ)に掲げる事項を変更する場

合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人

が容易に知り得る状態に置かなければならないこと。

エ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、ア

からウまでの適用については、第三者に該当しないものとすること。

(ｱ) 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個

人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

(ｲ) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供さ

れる場合

(ｳ) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、

その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用

する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に

ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

オ 個人情報取扱事業者は、エの(ｳ)の利用する者の利用目的又は個人

データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する

場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置かなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア 派遣先に対して派遣労働者等の個人データを示す行為は 「第三者、
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提供」に該当するものであること。また、同一事業主内での他部門へ

、「 」 、 、の個人データの提供は 第三者提供 に該当しないが 親子会社間

グループ会社間等での個人データの交換については 「第三者提供」、

に該当するものであること。

イ 労働者派遣法第３５条により、派遣元事業主は、労働者派遣をする

ときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知し

なければならないこととされているが、派遣元事業主が同条各号に掲

げる事項を派遣先に通知する場合は、①のアの(ｱ)の「法令に基づく

場合」に該当し、派遣元事業主は、あらかじめ本人の同意を得る必要

がないものであること。

ウ ①のアの同意を取得することが困難な場合（①のアの(ｱ)から(ｴ)ま

でに該当する場合を除く ）において、第三者提供を行おうとすると。

きは、個人情報取扱事業者は、必ず、①のイの措置を講じなければな

らないことに留意すること。なお、①のイの「本人が容易に知りうる

状態」とは、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲

示・備付け等の「公表」が継続的に行われている状態をいうものであ

ること。また、①のイの「個人データの第三者への提供を停止する」

とは、当該個人データの新たな第三者提供を停止することをいうもの

であり、既に第三者に提供された個人データの回収まで求めるもので

はないこと。

エ また、①のイの措置を講じていない場合（①のアの(ｱ)から(ｴ)まで

に該当する場合を除く ）において、第三者提供を行おうとするとき。

にあっては、個人情報取扱事業者は、①のアにより、あらかじめ、第

三者に個人データが提供されることについての本人の同意を得ること

が必要となるものであること。この場合においては、例えば、派遣労

働者登録申込書に、派遣先に提供されることとなる個人データの範囲

を明らかにしつつ、労働者派遣に必要な範囲（派遣元指針の第２の１

０の( )のニに定める範囲）で個人データが派遣先に提供されること1
に関する同意欄を設けること等により、必ず派遣労働者となろうとす

る者から同意をあらかじめ得るようにすることが必要となるものであ

ること。なお、この「同意」の取得の方法は、特段の要式行為とされ

ているものではないが、トラブル防止等の観点からも、書面による取

得など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ま

しいものであること。

オ なお、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の

個人情報については、派遣元指針第２の１０の( )のニにより、他の1
保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律

に定めのある場合を除き、労働者派遣法第３５条の規定により派遣先

に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情

報に限られることに留意すること。
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(10) 保有個人データに関する事項の公表等（個人情報保護法第２４条及び

個人情報保護法施行令第５条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項に

ついて、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する

場合を含む ）に置かなければならないこと。。

(ｱ) 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

(ｲ) すべての保有個人データの利用目的（(4)の①のエの(ｱ)から(ｳ)

までに該当する場合を除く ）。

(ｳ) イ、(11)の①のア、(12)の①のア又は(13)の①のア若しくはイに

よる求めに応じる手続（(16)の①のイにより手数料の額を定めたと

きは、その手数料の額を含む ）。

(ｴ) 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する

苦情の申出先

(ｵ) 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者で

ある場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の

解決の申出先

イ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人

、 、 、データの利用目的の通知を求められたときは 本人に対し 遅滞なく

これを通知しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当す

る場合は、この限りでないこと。

(ｱ) アにより当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明ら

かな場合

(ｲ) (4)の①のエの(ｱ)から(ｳ)までに該当する場合

ウ 個人情報取扱事業者は、イに基づき求められた保有個人データの利

用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、

その旨を通知しなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア 派遣元事業主は 既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)及び(ﾆ)、

により、個人情報の開示等の取扱いに関する事項及び個人情報の取扱

いに関する苦情の処理に関する事項を含む個人情報適正管理規程を作

成することとされてきたところであるが、①のアにより、個人情報取

扱事業者にあっては、保有個人データに関し、当該個人情報取扱事業

者の氏名又は名称、その利用目的（(1)の①のアにより特定された利

用目的 、開示等の求めに応じる手続等について、本人の知り得る状）

態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む ）に置くべき。

ことが新たに義務付けられたものであること。

イ なお、①のアの「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞な

く回答する場合を含む 」とは、例えば、ホームページへの掲載、事。）
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業所の窓口等への掲示・備付け等の「公表」が継続的に行われている

状態、問い合わせ窓口において問い合わせに対応できる状態等をいう

ものであること。

（ ）(11) 開示 個人情報保護法第２５条及び個人情報保護法施行令第６条関係

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人

データの開示（当該本人が識別される保有個人データが存在しないと

。 。） 、きにその旨を知らせることを含む 以下同じ を求められたときは

本人に対し、書面の交付による方法（開示の求めを行った者が同意し

た方法があるときは、当該方法）により、遅滞なく、当該保有個人デ

ータを開示しなければならないこと。ただし、開示することにより次

のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことが

できること。

(ｱ) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお

それがある場合

(ｲ) 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼ

すおそれがある場合

(ｳ) 他の法令に違反することとなる場合

イ 個人情報取扱事業者は、アに基づき求められた保有個人データの全

部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければならないこと。

ウ 他の法令の規定により、本人に対しアの本文に規定する方法に相当

する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部

を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人

データについては、アは、適用しないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

、 、ア 派遣元事業主は 既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)により

個人情報の開示等の取扱いに関する事項を含む個人情報適正管理規程

を作成し、これを遵守することとされてきたところであるが、①のア

により、個人情報取扱事業者にあっては、本人の求めに応じて保有個

人データの開示を行うべきことが新たに義務付けられたものであるこ

と。

イ 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該開示の求

めに十分に対応できるよう必要な体制整備等を図ることが重要である

こと。

(ｱ) ①のアの(ｱ)から(ｳ)までに該当しない場合には、書面の交付によ

る方法（開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該

方法）により、遅滞なく、当該保有個人データの開示することが必

要であること。
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(ｲ) 当該開示の求めに係る保有個人データの全部又は一部について開

示しないこととしたときは、当該本人に対し、遅滞なく、その旨を

通知することが必要であること。

ウ 保有個人データの中に人事評価等の情報が含まれている場合であっ

て、開示することにより人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼ

すおそれがあるときについては、①のアの(ｲ)の「当該個人情報取扱

事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」

に該当し得るものであること。

(12) 訂正等（個人情報保護法第２６条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人

データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの

内容の訂正、追加又は削除（以下(12)において「訂正等」という ）。

を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定に

より特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要

な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、

当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、アに基づき求められた保有個人データの内

容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行

わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正

等を行ったときは、その内容を含む ）を通知しなければならないこ。

と。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

、 、ア 派遣元事業主は 既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)により

個人情報の開示又は訂正（削除を含む ）の取扱いに関する事項を含。

む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守することとされてきた

ところであるが、①のアにより、個人情報取扱事業者にあっては、一

定の場合に、本人の求めに応じて保有個人データの内容の訂正等を行

うべきことが新たに義務付けられたものであること。なお、派遣元指

針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)においては 「追加」が明示的に規定さ、

れているものではないが、概念上 「追加」は「訂正」に含まれてい、

るものであること。

イ 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該訂正等の

求めに十分に対応できるよう必要な体制整備等を図ることが重要であ

ること。

(ｱ) 他の法令により特別の手続が定められている場合を除き、利用目

的の達成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査を行い、その

結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うことが必

要であること。
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(ｲ) 当該訂正等の求めに係る保有個人データの内容の全部又は一部に

ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をした

ときは、当該本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったとき

は、その内容を含む ）を通知することが必要であること。。

(ｳ) 本人が訂正等の求めを行うことができるのは 当該本人に係る 保、 「

有個人データの内容が事実でないという理由」がある場合に限られ

るものであり、当該訂正等の求めを行う本人は、その理由があるこ

とについての客観的にみて合理的な説明を行う必要があること。

(13) 利用停止等（個人情報保護法第２７条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人

データが(2)の①に違反して取り扱われているという理由又は(3)の①

に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人

データの利用の停止又は消去（以下(13)において「利用停止等」とい

う ）を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明。

したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保

有個人データの利用停止等を行わなければならないこと。ただし、当

該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利

用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護す

るため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでないこ

と。

イ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人

データが(9)の①のアに違反して第三者に提供されているという理由

によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた

場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞な

く、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない

こと。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の

費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場

合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき

措置をとるときは、この限りでないこと。

ウ 個人情報取扱事業者は、アに基づき求められた保有個人データの全

部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等

を行わない旨の決定をしたとき、又はイに基づき求められた保有個人

データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若

しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対

し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

、 、ア 派遣元事業主は 既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)により

個人情報の開示又は訂正（削除を含む ）の取扱いに関する事項を含。
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む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守することとされてきた

ところであるが、①のア及びイにより、個人情報取扱事業者にあって

は、一定の場合に、本人の求めに応じて保有個人データの利用停止等

又は第三者への提供の停止を行うべきことが新たに義務付けられたも

のであること。なお、派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)において

は 「利用の停止等」及び「第三者への提供の停止」が明示的に規定、

されているものではないが、概念上 「利用の停止」及び「第三者へ、

の提供の停止」が排除されているものではないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該利用停止

等又は第三者への提供の停止の求めに十分に対応できるよう必要な体

制整備等を図ることが重要であること。

(ｱ) 利用停止等又は第三者への提供の停止が困難な場合であって、本

人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きを除き、当該利用停止等又は第三者への提供の停止の求めに理由

、 、があることが判明したときは 違反を是正するために必要な限度で

、 、 、遅滞なく 当該保有個人データの利用停止等を行い 又は遅滞なく

当該保有個人データの第三者への提供の停止を行うことが必要であ

ること。

(ｲ) 当該利用停止等若しくは第三者への提供の停止の求めに係る保有

個人データの全部若しくは一部について利用停止等若しくは第三者

への提供の停止を行ったとき、又は利用停止等若しくは第三者への

提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対し、遅

滞なく、その旨を通知することが必要であること。

(ｳ) 本人が利用停止等の求めを行うことができるのは、当該本人に係

る「保有個人データが(2)の①に違反して取り扱われているという

理由又は(3)の①に違反して取得されたものであるという理由」が

ある場合に限られるものであり、また、本人が第三者への提供の停

止を求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人デー

タが(9)の①のアに違反して第三者に提供されているという理由」

がある場合に限られるものであること。当該利用停止等又は第三者

への提供の停止の求めを行う本人は、その理由があることについて

の客観的にみて合理的な説明を行う必要があること。

(14) 理由の説明（個人情報保護法第２８条関係）

① 個人情報保護法等の規定

個人情報取扱事業者は、(10)の①のウ、(11)の①のイ、(12)の①のイ

又は(13)の①のウにより、本人から求められた措置の全部又は一部につ

いて、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置

をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努め

なければならないこと。
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② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

①の理由の説明については、努力義務であるが、これまで派遣元指針

において明示的に求められていなかった手続であるので十分留意する必

要があること。

(15) 開示等の求めに応じる手続（個人情報保護法第２９条並びに個人情報

保護法施行令第７条及び第８条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、(10)の①のイ、(11)の①のア、(12)の①の

ア又は(13)の①のア若しくは(ｲ)による求め（以下(15)において「開

示等の求め」という ）に関し、その求めを受け付ける方法として次。

。 、 、に掲げる事項を定めることができること この場合において 本人は

当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならないこと。

(ｱ) 開示等の求めの申出先

(ｲ) 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録を含む ）の様式その他の開示等の求めの方式。

(ｳ) 開示等の求めをする者が本人又はウの代理人であることの確認の

方法

(ｴ) (16)の①のアの手数料の徴収方法

イ 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対

象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めること

ができること。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容

易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人デ

ータの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措

置をとらなければならないこと。

、 。ウ 開示等の求めは 次に掲げる代理人によってすることができること

(ｱ) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(ｲ) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

エ 個人情報取扱事業者は、アからウまでに基づき開示等の求めに応じ

る手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとなら

ないよう配慮しなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

、 、ア 派遣元事業主は 既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾊ)により

個人情報の開示又は訂正（削除を含む ）の取扱いに関する事項を含。

む個人情報適正管理規程を作成することとされてきたところである

が、個人情報適正管理規程について、①を踏まえた内容として所要の

改正等を行うことが望ましいこと。

イ 開示等の求めは代理人によってすることができることとされている

ことにも留意すること。
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(16) 手数料（個人情報保護法第３０条関係）

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、(10)の①のイによる利用目的の通知又は(1

1)の①のアによる開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、

手数料を徴収することができること。

イ 個人情報取扱事業者は、アにより手数料を徴収する場合は、実費を

勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額

を定めなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

ア ①の手数料については、これまで派遣元指針において特段の定めが

なかったものであり、当該手数料を設けるか否かは、最終的に各事業

者の判断に委ねられるものであるが、手数料を設定し、これを徴収す

ることができるのは、①のアのとおり、(10)の①のイによる利用目的

の通知又は(11)の①のアによる開示の場合に限られるものであること

に留意する必要があること。

イ 手数料を定める場合にあっては、①のイのとおり、実費を勘案して

合理的であると認められる範囲内で定めるとともに、(10)の①のアの

(ｳ)により、これを本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞な

く回答する場合を含む ）に置かなければならないことに留意するこ。

と。

（ ）(17) 個人情報取扱事業者による苦情の処理 個人情報保護法第３１条関係

① 個人情報保護法等の規定

ア 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ

迅速な処理に努めなければならないこと。

イ 個人情報取扱事業者は、アの目的を達成するために必要な体制の整

備に努めなければならないこと。

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等

派遣元事業主は、既に派遣元指針第２の１０の(2)のハの(ﾆ)により、

派遣労働者等の個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項を含

む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守することとされてきたと

ころであるが、苦情の適切かつ迅速な処理に一層努めていくことが必要

であること。

２ 個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主

派遣元事業主は、派遣元指針第２の１０の(3)により、個人情報取扱事業

者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の

適正な取扱いの確保に努めることとされていること。

なお、労働者派遣法第２４条の３及び派遣元指針第２の１０の(1)及び(2)
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に定める派遣労働者等の個人情報の取扱いに係る規定については、個人情報

取扱事業者に該当しない派遣元事業主であっても、引き続き遵守する必要が

あるものであること。


